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Ⅰ．はじめに

本学は令和元年に健康科学部看護学科での養護教諭1種
免許を養成する課程を開設した。養護教諭養成課程学生は
2年次後期にコース選択学生を決定する計画であり現在養
護教諭免許取得を目指す学生はまだ決定していないが、本
学看護学科における養護教諭養成理念等を元に本学が目
指す看護師資格と養護教諭1種免許を併せ持つ養成をいか
に充実させていくか、本研究はそのためのいくつかの成果
や今後の課題について概観する。

養護教諭の養成機関は教育系、看護系や心理系、体育系、
栄養学系等の学際系など、その基盤となる学問が多様であ
る。

現在養護教諭を養成している国公立や私立大学は教育
系24校、看護系82校、学際系36校、短期大学は5校である１）。
全国組織である日本養護教諭養成協議会に入会している
養成大学137校の中でも看護系の大学が72校、52.6％と5割
を超え、年々この割合は増加傾向にある２）。しかし、これ
らの看護系養成大学ではいくつか共通する課題が先行研
究で指摘されている。特に看護系養成機関は過密な本来の
看護カリキュラムの中で養成教育を行っており、養護教諭
の専門科目、教職専門科目は必要最低限の開講であり、開
講科目の中には養護教諭専門科目にもかかわらず、科目の
読み替えを行わざるを得ない現状がある３）。　

本学の養護教諭養成はまだ途に就いたばかりであり学
年進行に伴って様々な課題が出てくることが想定される。
今後2年後に初めて送り出す養護教諭志望の学生たちを通
して、現段階での教育成果、教育内容・方法の改善、教育
課程上の課題を整理し今後の課題を検討し、本学における

養護教諭養成の充実を目指すための基礎資料とする。

Ⅱ．本学における養成目標達成のための実施状況・計画と

今後の課題

本学において養護教諭養成課程はまだ2年目を迎えたば
かりであり、養護教諭養成課程の全容と課題を明らかにす
ることは時期尚早の感は否めない。今回は養成カリキュラ
ムや養成課程開始と同時に活動を始めた学内支援組織を
中心に検討し、履修時期、教育実習等に関しては後の報告
としたい。

1.　養成カリキュラム及び教育内容の検討と課題
看護系における養護教諭養成課程の現状は先行研究３）で

も明らかなように　看護学教育は各領域の講義、演習、実
習と科目数が多く、非常に過密であり、さらにその上に養
護教諭1種免許取得のためのカリキュラムを履修すること
は時間割上の問題や学生への負担が大きいと考えられ、そ
のため養護教諭養成教育が行われていても、看護学科目へ
の読み替えにより必要最小限の科目の開講となっている。

本学においても、看護師教育を基盤とする養護教諭養成
は看護の通常の卒業要件125単位に加え、教育職員免許法
に関する教職科目と養護に関する科目を履修し合計164単
位の修得が必要となっている４）。この修得科目からもわか
るように看護学科での養護教諭養成課程を希望する学生
は養護教諭になるという強い意志、学力が求められる。1期
生という事で、入学当初のガイダンスやその後のガイダン
スでその都度志望学生が戸惑うことがないように丁寧に
指導していくことが求められており、これまでにも数回ガ
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本研究では令和元年より健康科学部看護学科に開設された養護教諭養成課程の現状を分析し、課題を見出
し、次年度以降の養護教諭養成教育に活かすことを目的とする。今年度は養成開始より2年目であるが、完成年
度を迎えないまでも2年間で見つけ出されたいくつかの成果と課題について概観し、検討した。そのことで今後
地域と連携した本学で看護師資格と養護教諭1種免許を併せ持つ看護学科での養護教諭養成の充実を図ること
に繋げていきたい。
（キーワード）看護系大学、養護教諭養成課程、養護教諭、学び

新見公立大学紀要　第41巻
pp.  103−110,  2020



イダンスを行い、周知徹底を試みている。本学において開
講している養護に関する科目、教育職員免許法に関する科
目を表１、表２に示した。

本学は養護教諭の必修科目である「学校保健」「養護概
説」「健康相談活動」に関しては養護教諭の中核であると
考え、看護の科目との読み替えは行っていない。先行研究
の調査３）ではほとんどの養成校で読み替えていることが推
測されている。読み替え科目は前述した養護に関する科目
もあるが、その多くが看護学10単位における開講科目であ
った５）。　

本学の看護学に関する読み替え科目は「学校保健」「養
護概説」「健康相談活動」の他は表1に示した通りであるが、
これらの科目の中でどのような教育内容を養護教諭とし
ての資質能力に読み替えていくのかを明らかにしていく
ことで看護系大学での養護教諭の学びが明らかになって
いくと考える。例えば、文部科学省は障害者差別解消法を
受けて医療的ケアが必要な児童が通常の小・中学校へ入

学するケースが増えるだろうという想定のもと、学校現場
で医療的ケアを行う看護師の配置を検討している３）。この
ような社会の要請から学校において看護師と養護教諭の
連携が重要になり、看護師免許を持った養護教諭のニーズ
は高くなっている。

本学が読み替えを行っている「小児看護学援助論」「在
宅看護実習」などで医療的ケアが必要な子どもたちの看護
を経験することが予想されるが、臨床実習での学びを養護
教諭として教育の枠組みに取り入れ、質の担保のために養
成教育の内容に不足や偏りがないように検討を重ねてい
くことが教授者側にも要求されてくると痛感する。他の読
み替え科目に関しても同様であり、今後も検討し続けるこ
とが必要である。

また、本学では「学校救急処置」を読み替え科目として
ではなく看護学10単位の中にあえて開講した。本学におい
ても各科目でフィジカルアセスメントを学び「救命救急医
療論」等で医療現場での救急対応を学んではいるが、学校
現場においては唯一看護や医療の知識を兼ね備えた養護
教諭の危機管理能力は児童・生徒、管理職、教職員、保護
者等から高い期待が持たれている。しかし、救急処置に関
しては経験年数に関係なく判断や対応に困難を抱えてい
ることが明らかになっており６）７）、医師等の医療専門職が
傍にいる看護師以上に養護教諭の救急処置能力の習得は
大きな課題と考えた。言うまでもなく学校での対応は医療
につなぐまでの処置であり、養護教諭はそれまでの的確な
対応（判断と処置）が求められる。児童・生徒の命を守る
ために看護専門科目での学びと教育の場での救急処置の
異同性を明らかにする必要があると考え、「学校救急処置」
を開講した。

先行研究８）において看護教育からの1年時の形態機能学
での学びが＜子どもの理解に役立つ体の仕組みと病気や
障害の事＞として活かされており、看護実習で一人の受け
持ち患者さんを通して＜個別性を考えた対象との向き合
い方＞また4年間の学びを通して＜より良いコミュニケー
ションの在り方＞が明らかにされていた。

保健師助産師看護師養成学校指定規則では基礎看護学
をはじめとして各発達段階のあらゆる健康レベル、あらゆ
る場で生活する人々への看護について学ぶことが定めら
れており、臨床や在宅の場での学びが学校現場で活かされ
る。

文部科学省は2012年に「共生社会に向けたインクルーシ
ブ教育システムの構造」を提唱した。今後インクルーシブ
教育がより推進され、多様な児童・生徒が在籍すると考え
られ、看護系専門科目や実習で得た学びを養護教諭の強み
として期待できることを明らかにしていくことが本学だ
けでなく、多くの看護系大学における養護教諭養成の課題
と考える。　　　

日本看護系大学協議会は平成29年に看護学士課程で養

郷木　義子・久恒　拓也・金山　時恵・城井田　郁江
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表１．養護に関する科目（教職免許法施行規則第9条）

表２．教育職員免許法に関する科目

（教職免許法施行規則第9条）



看護系大学の養護教諭養成の現状と課題

成する養護教諭のコアコンピテンシーと卒業時到達目標
を報告している９）。しかし、学校や学校教育、子どもや保
護者への支援という言葉が含まれており、養護教諭として
養成するならば看護学教育だけでは網羅できない内容に
なっているとの指摘もあるように８）看護系大学での過密な
カリキュラムの中で示されている教育内容を網羅して学
ぶことが可能かどうかの検討が残されている。同時に、先
行研究10）でも明らかにされているように看護のテキストの
中には現在も教育職である養護教諭を看護職ととらえて
いる記述がみられたことから、養護教諭養成担当者のみで
なく、看護教育全体の中での養成教育内容を検討すること
が必要であると考える。

今後は表１、2に示した本学で開講されているカリキュ
ラムの教育内容を精査し看護学の学びを活かしながら看
護師免許と養護教諭1種免許を併せ持つ養護教諭の教育内
容を検討していきたい。

これまでの研究では教育職である養護教諭であるにも
かかわらず、ほとんどが養護教諭専門科目研究者からの報
告であった。今後は養護教諭の教育力を明確にするために
は教職科目担当者との協働・連携研究が重要な課題と考
える。

２.　大学内における支援組織
大学における教育カリキュラムは教育の中核をなすこ

とは言うまでもないが、養護教諭としての資質・能力を高
めるためにはカリキュラム上の学びのみでなく、文部科学
省が平成30年7月「学校と地域の連携・協働の推進」に示し
ているように、多くの学内外の活動が不可欠であると考え
る。

本学においてもさまざまな部署での活動が、学生たちの
資質・能力を高めていくことに繋がっている。本報告では
2つのセンター組織の活動から学生たちがどのように教育
力向上につながっていくのかを明らかにしたい。
（１）教育支援センター　　
１）設立の経緯

本学は学内外の関係諸機関と連携を図り、教育に関する
理論的かつ実践的な教育研究を行い、学校、家庭及び地域
社会と協力して子どもたちの成長に係る問題の解決に寄
与するとともに、保育士・教員免許取得学生（幼稚園教
諭・養護教諭・特別支援学校教諭）に対してきめ細やかな
支援、質の高い養成を目指して、教員養成の全学的な組織
である「新見公立大学教育支援センター」を設立した４）。

文部科学省は「これからの学校教育を担う教員の資質能
力の向上について」（平成27 年12 月中央教育審議会答申）
において、大学と教育委員会等の連携、教員養成カリキュ
ラム委員会の設置等を示し、大学においてより質の高い教
員養成を行うために教職支援センター等の教職課程を統
括する組織の設置を推進している。

本学の教育支援センターには各資格それぞれにおいて、
現場での経験豊かな特任教員として、岡山県や新見市で中
心的役割を担った人材を配置し、専任教員と連携のもと、
教育・保育実習や教育実践に関する指導・支援、家庭教
育、子育て等に関する相談及び支援に応じている。しかし、
先行研究でも明らかにされているように、看護系大学にお
いて教職センター専任の教員を配置している大学は少数
で11）学内での教員履修者への支援体制が不十分なことが指
摘されている。本学においても教育支援センターは多くの
課題は残されているものの本学の養護教諭養成課程での
学生への支援は大きな効果が期待でき、教育支援センター
設立の意義は大きいと考える。

今後の課題として、4年次後期に実施される教育実習や
教職実践演習にむけて「ポートフォリオ」等の有機的な活
用方法を検討していきたい。
２）今後の検討課題　−学校インターシップ導入−　

教育支援センターの取り組みとして、都道府県及び市区
町村教育委員会、学校、地域社会等との連携、協力があげ
られており、学校現場における体験活動・ボランティア活
動等、なかでも新見市並びに新見市教育委員会、岡山県教
育委員会と「新見公立大学健康科学部学生による実地体験
活動に係る協定書」により協定を結び、実地体験活動を行
う。とされているが、養護教諭養成課程では現時点ではカ
リキュラムの関係等からインターシップ実習は計画して
いないが今後の検討課題事項の一つと考えている。　

文部科学省は「新しい時代の教育や地方創生の実現に向
けた地域との連携・協働の在り方と今後の推進方策」（中
教審答申186号）平成27年12月21日　の中で時代の変化に
伴う学校と地域の在り方として学校と地域の連携、協働の
必要性等の方向性を述べている。これを受け各都道府県で
は学校の中核を担い活躍する人材の育成に向けて大学と
地域とが連携した取り組みを行っている。本学においては
健康保育学科の保育士と幼稚園教諭免許取得を目指す学
生には4年間で45時間の臨地実習を開講し、学生のニーズ
に合わせた実習場所を提供し、それぞれの場所で活躍する
人材育成に向け、大学と各施設、教育委員会が連携した取
り組みを計画している。しかし現時点では養護教諭養成課
程の学生にはカリキュラム上の課題からインターシップ
の開講は予定していない。

インターシップは現場体験活動とも呼ばれ、近年の教員
養成改革において「理論と実践を統合」ないしは「往還」す
る役割をもつものとして注目されている12）。その特徴は、正
規の教育実習と比較して次のようにまとめられる。①教育
実習では実際に「教員」として教育活動に携わるのに対し、
インターンシップでは学校での活動全般について支援や
補助的業務を行なうことが中心である。②期間は実習が4
週間程度で集中的に実施するのに対し、インターンシップ
はそれよりも長期にわたっての活動が一般的である。③実
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習では、学校が指導教員を配置するなど組織的な指導体制
を構築するのに対し、インターンシップでは学生への指示
はあるが指導・評価は行わない。つまり、学生にとってイ
ンターンシップは参加するための条件が低く、学校との長
期的な関わりの中で教員の実務を体系的に学び、子どもの
理解を深める可能性を持っているといえよう。

ただし、インターンシップを養成教育に導入するにあた
っては種々の懸念があることも意識しなければならない。
例えば安易に体験活動を実践化していくことが、事故や問
題を教育現場に誘発したり、受け入れる教員の雑務を増大
させたりすることにもなり得る。また、学校との関わりが
密になることで、学生が現場の教員文化や行動様式に順応
化し、その学生の教員業務や教育課題のとらえ方から客観
性が削がれることも考えられる13）。

本学にとっては上述のような意義と懸念とを認識した
うえで、インターンシップ導入を検討していくことが今後
の課題となる。

現在本学では、個別の学校交流企画にボランティアとし
て出向くことが、学生の学校現場に関わる活動の主軸とな
っているが、そうした活動の現状把握も今後必要になって
くるだろう。
（２）地域共生推進センター　

学生ボランティアは保健、福祉、教育等の分野で様々な
形態で行われている。本学には教育支援センターのみでな
く新見市と連携し、学生を支援する地域共生推進センター
がある。本センターは、人にやさしい地域共生社会の構築
に貢献するため、大学と地域住民、行政機関、民間企業、諸
団体をつなぎ、地域で行う活動の企画、調整を行い組織的
に遂行し、地域貢献が円滑に行えるよう援助することを目
的にしている。

養護教諭志望学生と本センターとの連携や支援とその
効果に関しては未知の部分が大きいが、この地域共生推進
センターも教育支援センターとは大学内の位置付けは異
なるものの、教育実習等とは違った側面から地域との連携
において、養護教諭必修科目である「教育実習」以外で教
育現場での経験の機会の提供を通して、大きな教育支援を
担っている。

一例をあげると本年度夏休みに新見市内A小学校にお
いて学童保育ボランティアとして看護学科学生が3名　短
期間であったが参加の機会を得た。まだ該当学生が養護教
諭養成課程を希望しているかは未確認であるが、履修科目
のほかにこのように教育現場で子どもたちと触れ合う機
会があることは地域を知り、教育観、養護教諭観、子ども
観を高める貴重な機会となったことは確かである。その活
動を通しての学びを表3に示した。（学びの記載に関しては
当該学生の了解を得ている）　　　　　　　　　　　

文部科学省は「早い段階から学校におけるボランティア
活動等を通じて，教職の魅力や教員としての適性等を把握

した上で，教員免許状の取得を目指すことは重要であるこ
とから，各大学等においては，学生が教育実習以外にも学
校現場等での体験機会を得ることができるよう，地元教育
委員会や学校との連携・協働に努めていただきたい。」（平
成30年度教職課程認定大学等実地視察について中央教育
審議会初等中等教育分科会教員養成部会）と述べている。
本学では2年次後期に養護教諭選択学生10名が決定する
が、文科省が述べている通り、早い段階から教職への魅力
や自分の適性を知ることはキャリア形成の上で非常に重
要な機会となりうる。特に学年が進むにつれて、看護の専
門教育カリキュラムが進行し、このような機会を得ること
が時間的にも困難になっていくことが想定されるので、地
域推進共生支援センターからの貴重な機会を今後も学生
に提供してもらうことを希望したい。

現在、大学生を対象として実施されているボランティア
形態はさまざまであるが、先行研究で養護教諭を希望する
学生を対象としたものとしては学校ボランティア中でも
保健室ボランティアでの学びが報告されている14）。保健室
ボランティアを経験したことにより影響を受けた項目と
して、「子どもへの言葉かけ」「養護教諭観」「保健室の
在り方」が多く、また自分自身の課題として「専門的知識
や技術の習得」の中で＜救急処置に関する知識や技術＞＜
正確な知識＞など救急処置に関する知識や技術不足が課
題に挙げられている。「コミュニケーション能力を養う」で
は＜一人一人を受け止めるために日々のコミュニケーシ
ョン能力を養う＞が挙げられていた。表3に示したように1
年生の夏季休暇中に短期間であったが、既定の実習ではな
く主体的に実践的にかかわった経験からの学びでも同様
の学びがあり、確実に児童生徒の実態把握や理解に繋が
り、今後進行していく養護教諭カリキュラムでの学び、キ
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表３．A小学校における夏休み学童保育ボランティアの活動記録
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ャリア形成に大きな示唆を与えてくれるものと確信して
いる。

言うまでもなく、今回だけの学習支援ボランティアでの
学びを一般化するには限界があるが、早期からこのような
機会を得ることで養護教諭志望学生は新見市という地域
を知り、今後の学習の中で「教育観」「養護教諭観」「子
ども観」といった考え方や見方を発展、充実させ、養護教
諭としての資質・能力を高めていくもの考える。

先行研究で述べられているように教職を目指す学生の
教育現場でのボランティアは学生にとって子どもの実態
を知る機会になるなど有効な経験になっている15）。今後地
域共生推進センターと本学の理念である新見市、地域との
連携と看護学科で養護教諭1種免許養成理念との効果的な
連携の在り方を模索しながら、本学における養護教諭養成
の在り方を検討し、充実・発展につなげていきたい。

Ⅲ．養護教諭養成にかかわる教育職としての資質の向上

（１）現職養護教諭の本学養護教諭養成課程に関する意見

新見市内小学校17校、中学校5校、合計22校の養護教諭に
対して、新見公立大学健康科学部看護学科の養護教諭養成
課程に関する意識や期待等に関して調査を令和20年8月に
行った。その結果、19校から回答があった(回収率86.4％)。以
下はその結果である。
１）養成課程の設置についての認知

養成課程の設置について、「知っていた」13人(68.4％)、「よ
く知っていた」5人(26.3％)、「知らなかった」1人(5.2％)で
あった。

ほとんどの養護教諭は設立に関して周知しており、その
情報源は「大学からの情報発信」「市内の養護教諭や教育
関係者からの情報」「新聞報道」などから設置について認
知するなど、養護教諭間での関心の高さが伺えた。
２）養成課程の設置についての考え

養成課程の設置についての考えは、「良かった」12人
(63.2％)、「とても良かった」7人(36.8％)であり、全員が肯
定的な意見であった。

その理由として、学生の進路選択として、「養成課程が
ある大学は多くなく、養護教諭になりたい学生が学べる環
境が増えてとても良い」「養護教諭になりたい地元の子ど
もの選択の幅が広がる」「地元の子どもが地元で学べる」な
どの意見があり、他の教員養成課程と比べて数の少ない養
護教諭養成課程が増えたことを挙げ、地元高校生の選択肢
が増えたことを歓迎していた。　　

また、現場の養護教諭にとってのメリットとして、「地
域に養護教諭について専門的に学べる場所があることは
良い」「情報交換しやすくなった」「勉強会が開かれやす
くなった」などの意見があった。養成課程の設置について
養護教諭の考えは肯定的であった。

新見市の養護教諭たちは地域に専門的な学びができた
ことを歓迎しており、今後は勉強会など現場との連携をと
りながら期待に応えていくことが重要と考える。
３）養成課程の設置による現場への貢献について

養成課程の設置による現場への貢献については、「ある」
10人(52.6％)、「とてもある」3人(15.8％)、「考えていない」
5人(26.3％)、「あまりない」1人(5.2％)であった。

「ある」、「とてもある」と回答した理由には、「現場
の養護教諭も大学の資源を活用して研修することができ
る」「研究指導をしてもらえる」「養護教諭の研修や学校
保健委員会などの講師として相談できる」「新見市教育研
修所養護研究部と連携することができる」「勉強会や情報
共有の会で自己研鑚できる」などであった。

一方、考えていない、あまりないと回答した理由には、
「卒業した方とは交流も持って新しい情報や世代の差を
少なくする機会があれば良いと思うが、まだ勉強中の学生
にはまず自分がしっかりと勉強してもらいたい」など学生
に対するものであった。

本学養護教諭養成課程は、研修会の講師や研究指導、大

看護系大学の養護教諭養成の現状と課題

表３の２

表３の３



学資源の活用などを通しての現場からの期待が大きいこ
とが伺えた。令和5年岡山県小学校養護教諭夏期研修会で
新見市の養護研究部が研究発表を担当することになり、本
学教員が定期的に研究指導を行いはじめ、現場との研究的
連携ができ始めている。
（２）現職養護教諭との学びの場づくりとその継続

本学の看護学科における養護教諭養成の意義や理念で
も述べられているように本学に養護教諭養成課程が開設
されることは、現任養護教諭のリカレント教育ともなり、
新見市全体の学校保健現場における質の向上にもつなが
っていくと考えられる。

前身である看護学部看護学科の時から、新見市教育委員
会と連携を図り市内小学校・中学校での学校保健室実習
を行い、現在に至っている。保健師教育課程履修後、保健
師国家試験合格したのち申請により養護教諭２種免許を
取得することができる。しかし、この保健師資格に伴う養
護教諭２種免許取得に関する実習は必修化されておらず、
看護系大学では保健師資格取得に伴う養護教諭２種免許
に対する学校保健室実習を行っている養成機関は60％に
過ぎない現状である16）。今学校現場ではアレルギー、学校
危機管理、児童生徒・教職員のメンタルヘルス、慢性疾患
を抱える児童生徒や医療的ケアが必要な児童生徒への対
応など公衆衛生上の問題が山積している。従って、学校保
健の場において保健師資格に伴う養護教諭２種免許を取
得する教育や学校現場での実習の確保が必要と考える。本
学においては養護教諭免許取得の意義を考え、カリキュラ
ム上義務付けられていない、学校保健室実習を行ってお
り、学生たちは2日間ではあるが養護教諭としての多くの
学びを得ている17）。この実施に当たっては、新見市教育委
員会及び各学校の理解と協力のもと実施することができ
ている。臨地実習で出会う病気を抱える子どもや保護者、
医療スタッフの思いを引き取る実習とは異なる教育現場
での実習を行うことで、健康な子どもの生活を学び、学校
教育への理解を深めている。またこの実習をとおして、臨
地実習での学びと学校保健実習との学びを統合させるこ
とができ、改めて子どもの健康課題や、子どもを取り巻く
社会、地域、家族について学ぶことができている。

このように養護教諭1種免許養成課程が立ち上がる以前
から、本学は、新見市教育委員会や学校と連携し、専門性
を高めてきた。本格的な養護教諭養成課程が立ち上がり、
改めて現場の養護教諭と大学が連携をとり、共に学んでい
くことが重要と考えた。

そこで改めて、これまでの現場との連携、学びの場とし
て「養護教諭の集い」を開催した。
１）1年目の実践　「養護教諭の集い」　

学びには理論と実践の往復が必要である。多くの学校現
場で養護教諭は一人職である。特に新見地域における学校
は小規模校である。自校だけでの経験や実践だけではその

学びや実践能力に限りがあることは言うまでもない。他校
の体験や実践を聞き、学び、情報交換することで自らの実
践力を鍛え養護教諭の資質・能力を高めていくことにつ
ながる。仲間と学びあうことが重要な機会となる。また養
護教諭を目指す本学の学生も参加することにより、3年次
からの出発ではなく、早い時期から自らのキャリア形成の
機会を与えることにつながっていく。学生たちにも参加を
呼びかけ教育実習前に現場の養護教諭から学ぶ機会があ
ることで、養護教諭としての使命や責任、職務内容を知る
良い機会になると考えた。初年度は表4に示したとおり3回
実施した。

1回目は初回ということで改めて本学の養護教諭養成課
程立ち上げの意義や今後の方向性、新見市の養護教諭とと
もに学びあうことを目的に「養護教諭の集い」を開催した
ことを説明し、その後情報交換を行った。２回目は養護教
諭にとって、医学的知識を備えることは必須であるが、研
修の機会も少ないという意見もあり、講師として本大学の
小田副学長に講演を依頼した。

今後は専門分野を広げ、学科を超えて子どもの心と体の
健康問題解決のために、講師依頼していきたいと考えてい
る。そうすることで本学の理念でもある新見市と大学との
連携、とりわけ教育現場⇔大学⇔学生が繋がっていき、公
立大学としての使命の一翼を担うものと確信する。
２）「養護教諭の集い」に対する養護教諭の意見

1年目は前述したように、3回実施したが、今後も効果的
に継続していくためにこの会をどのように運営して行く
ことが養護教諭にとって深い学びになりうるのかを明ら
かにしたいと考え、「養護教諭の集い」に関する意見につ
いても、Ⅲ（1）で示した調査において市内の養護教諭に尋
ねた。

開催主旨の理解について、「理解できた」10人(55.6％)、「と
ても理解できた」7人(38.9%)、「理解できなかった」1人(5.6％)
であった。開催時期は、「定期的な開催を望む」が63.2％で
あり、年に2回程度や1～2か月に1階程度などの意見があっ
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日時 参加人数 主な内容

第1回
2019年
10月5日(土) 
13：30～15：00

12人
開催主旨の説明
情報交換

第2回
2020年
1月18日(土) 
13：30～15：00

19人

講話：「養護教諭に理解を深めてほしい子
どもの疾患」

講師：新見公立大学副学長
健康管理センター長 小田 慈

学校に行けない児童生徒の中には起立
性障害の子どももいる。その診断には基
礎疾患の有無の確認が必要である。 

第3回
2020年
2月29日(土) 
13：30～15：00

11人
「新採用の先生を囲んで
～新採用の1年間で学んだこと～」
1年間の学びの発表後、質疑応答 

表４．「養護教諭の集い」開催状況
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た。不定期開催を望む人は36.8％であり、各学期に1回程度
などの意見があった。

今後研修してみたい内容では、救急処置、フィジカルア
セスメント、実習生を受け入れるときのポイント、マニュ
アルについて、医療の最新情報などの意見があった。

養護教諭は学校保健の中心的な役割を担い、児童生徒の
保健管理・保健教育の推進者となる役割を担う。その役割
は多岐にわたり、その役割を遂行するためには様々な資質
が求められているが、中でも学校においての最重要課題で
ある児童生徒の命と安全を守るために危機管理能力は他
の教職員、保護者から期待されている。養護教諭が研修内
容として希望している「救急処置」「フィジカルアセスメ
ント」「医療の最新情報」などは本学が提供できる研修内
容である。限られた期間や時間の中で現場と大学がともに
学びあう機会を充実させることが重要と考える。

養護教諭の集いには、新見市内の養護教諭をはじめ、養
護教諭を目指している学生も参加し学びを深めること、交
流を図ることができた。看護系大学から養護教諭を目指す
本学の学生にとって、現場の養護教諭と交流し、情報交換
ができる「養護教諭の集い」は、教育の場である学校の実
態にふれ、学校現場での養護教諭に求められている資質を
知る貴重な機会となる。相互の資質向上を目指すととも
に、これからも顔の見える関係づくりを図るべく、継続的
な集いの開催を予定している。

Ⅳ.おわりに

完成年度を待たないままで、本学看護学科での養護教諭
養成の現状と課題を概観した。本稿で記載したほかにも多
くの課題が残されており、随時検討し改善していく必要が
ある。

そして学生自らが看護師資格を持った教育職（養護教
諭）であるという自覚と誇りを持ち、またそれにふさわし
い質の担保の厳しさを学びの中で獲得してくれることを
願っている。
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